
 

 

２ 争議行為を伴う争議の状況 

(1) 行為形態別の状況 

平成25年の「争議行為を伴う争議」を行為形態別にみると、「半日以上の同盟罷業」の件数は31件、

行為参加人員は1,683人、労働損失日数は7,035日となっており、前年に比べ、件数は7件（18.4％）減、

行為参加人員は450人（36.5％）増、労働損失日数は3,196日（83.3％）増となった。「半日未満の同

盟罷業」の件数は49件、行為参加人員は11,359人となっており、前年に比べ、件数は3件（5.8％）減、

行為参加人員は75人（0.7％）増となった。（第２表） 

 

第２表  争議行為を伴う争議の行為形態別件数、行為参加人員及び労働損失日数の推移 
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行為参
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件 人 日 件 人 日 件 人 件 人 件 人

平成20年 52 8,284 11,205 - - - 80 41,848 - - 1 27

  21 48 3,629 7,492 - - - 59 17,073 - - 2 26

  22 38 2,480 23,244 - - - 56 19,016 - - 1 2

  23 28 1,674 4,378 - - - 35 7,375 1 355 1 8

  24 38 1,233 3,839 - - - 52 11,284 - - - -

  25 31 1,683 7,035 - - - 49 11,359 - - 1 7

△ 18.4 36.5 83.3 … … … △ 5.8 0.7 … … … …
平成25年の

対前年増減率(%)

その他怠業

年　次
半日以上の同盟罷業 作業所閉鎖

半日未満の
同盟罷業

半日以上の同盟罷業及び作業所閉鎖



 

 

(2) 産業別の状況 

「争議行為を伴う争議」を産業別にみると、件数は「製造業」20件、「医療，福祉」19件、「情報

通信業」11件、行為参加人員は「医療，福祉」8,848人、「製造業」1,783人、「卸売業，小売業」1,013

人、労働損失日数は「サービス業（他に分類されないもの）」4,135日、「運輸業，郵便業」1,554日、

「製造業」634日の順にそれぞれ多かった（第３表）。 

第３表  産業別争議行為を伴う争議の件数、行為参加人員及び労働損失日数 

 

件　数
行為参加

人員
労働損失

日数
件　数

行為参加
人員

労働損失
日数

件　数
行為参加

人員

件 人 日 件 人 日 件 人

計 71 12,910 7,035 31 1,683 7,035 49 11,359
(79) (12,361) (3,839) (38) (1,233) (3,839) (52) (11,284)

鉱業，採石業，砂利採取業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

建設業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

製造業 20 1,783 634 11 421 634 13 1,480
(17) (2,466) (524) (9) (524) (524) (9) (2,039)

電気・ガス・熱供給・水道業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

情報通信業 11 247 7 2 7 7 11 240
(25) (831) (344) (10) (128) (344) (19) (707)

運輸業，郵便業 9 529 1,554 7 514 1,554 2 15
(11) (592) (1,420) (8) (280) (1,420) (6) (327)

卸売業，小売業 4 1,013 6 1 6 6 2 1,000
(2) (1,100) (-) (-) (-) (-) (2) (1,100)

金融業，保険業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

不動産業，物品賃貸業 - - - - - - - - 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

学術研究，専門・技術サービス業 - - - - - - - - 
(1) (14) (854) (1) (14) (854) (-) (-)

宿泊業，飲食サービス業 1 3 - - - - 1 3
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

生活関連サービス業，娯楽業 - - - - - - - - 
(1) (99) (240) (1) (99) (240) (1) (40)

教育，学習支援業 1 38 69 1 38 69 - - 
(1) (2) (2) (1) (2) (2) (-) (-)

医療，福祉 19 8,848 630 6 630 630 15 8,218
(16) (7,209) (448) (7) (179) (448) (11) (7,030)

複合サービス事業 2 132 - - - - 2 132
(1) (17) (-) (-) (-) (-) (1) (17)

サービス業（他に分類されないもの) 3 67 4,135 3 67 4,135 2 21
(3) (13) (7) (1) (7) (7) (2) (6)

公務（他に分類されるものを除く） 1 250 - - - - 1 250
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

農業，林業､漁業及び分類不能の産業 - - - - - - - - 
(1) (18) (-) (-) (-) (-) (1) (18)

注：  1) 「争議行為を伴う争議」には、「同盟罷業」のほかに「作業所閉鎖」、「怠業」、「その他」の形態を含む。

　　　以下同じ。

　  2)  産業は、労働争議を行った組合の組合員が雇用されている事業所又は企業の産業を示し、日本標準産業分類

　　　（平成19年11月改定）の大分類に基づき、その主要生産品名又は事業の内容により決定する。

　　　「分類不能の産業」とは、１組合が複数企業の労働者で組織されており、それぞれの企業の主要生産品名又は

      事業の内容が異なる場合など、産業分類が特定できないものをいう。

　  3)  (   )内は、平成24年の数値である。

うち半日以上の同盟罷業
うち半日未満の

同盟罷業
産　　業

争議行為を伴う争議



 

 

(3) 民営企業の状況 

民営企業における「争議行為を伴う争議」をみると、争議行為を伴う争議のあった企業数[延べ数]

は181企業、行為参加人員は12,660人、労働損失日数は7,035日となっており、前年に比べ、企業数[延

べ数]は8件増、行為参加人員は299人増、労働損失日数は3,196日増となった（第４表）。 

第４表  企業規模別争議行為を伴う争議の企業数、行為参加人員及び労働損失日数（民営企業のみ） 

 
 

(4) 主要団体別の状況 

「争議行為を伴う争議」について加盟している主要団体別に件数、行為参加人員、労働損失日数を

みると、「連合」は11件、780人、407日、「全労連」は45件、11,630人、1,260日、「全労協」は10

件、1,253人、133日となった（第５表）。 

第５表 主要団体別争議行為を伴う争議の件数、行為参加人員及び労働損失日数 

 

企業数
[延べ数]

行為参加
人員

労働損失
日数

企業数
[延べ数]

行為参加
人員

労働損失
日数

企業数
[延べ数]

行為参加
人員

企業 人 日 企業 人 日 企業 人

計 181 12,660 7,035 56 1,683 7,035 139 11,109
( 173) ( 12,361) ( 3,839) ( 55) ( 1,233) ( 3,839) ( 132) ( 11,284)

1,000人 以上 41 5,312 1,052 9 157 1,052 33 5,156
( 38) ( 3,977) ( 1,285) ( 15) ( 337) ( 1,285) ( 27) ( 3,644)

　300～999人 46 2,798 473 16 473 473 31 2,325
( 48) ( 3,593) ( 1,670) ( 15) ( 493) ( 1,670) ( 36) ( 3,154)

　100～299人 49 1,500 683 16 523 683 42 1,090
( 52) ( 1,767) ( 535) ( 15) ( 258) ( 535) ( 40) ( 1,510)

　 99人 以下 31 336 4,206 8 57 4,206 26 297
( 22) ( 339) ( 339) ( 8) ( 135) ( 339) ( 18) ( 301)

  そ  の  他 14 2,714 621 7 473 621 7 2,241
( 13) ( 2,685) ( 10) ( 2) ( 10) ( 10) ( 11) ( 2,675)

注：　1)  企業数は、労働争議を行った組合の組合員が雇用されている企業を集計したものである。

        なお、１件の争議でも複数企業に及ぶもの（企業外連合）は、争議の対象となったすべての企業について、企業規模別に計上し、        なお、１件の争議でも複数企業に及ぶもの（企業外連合）は、争議の対象となったすべての企業について、

        １企業において複数の争議があった場合は、争議ごとに計上して集計している。        企業規模別に計上し、１企業において複数の争議があった場合は、争議ごとに計上して集計している。

　  　2)  企業規模は、企業数として計上している企業の全常用労働者数による。　  　2)  企業規模は、企業の全常用労働者数による。

　  　3)  １組合が複数企業の労働者で組織されている合同労組については、１合同労組を１企業として計上し、企業規模別には、１つ　  　3)  １組合が複数企業の労働者で組織されている合同労組については、１合同労組を１企業として計上し、

　　　　の企業のみを相手に交渉をしている場合には、当該企業の企業規模により計上し、複数企業を相手に交渉をしている場合には、　　　　企業規模別には、１つの企業のみを相手に交渉をしている場合には、当該企業の企業規模により計上し、

　　　　「その他」に計上している。　　　　複数企業を相手に交渉をしている場合には、「その他」に計上している。

　  　4)  (　)内は、平成21年の数値である。　  　4)  (　)内は、平成24年の数値である。

企業規模

争議行為を伴う争議 うち半日以上の同盟罷業 うち半日未満の同盟罷業

件　数
行為参加
人員

労働損失
日数

件　数
行為参加

人員
労働損失
日数

件　数
行為参加

人員

件 人 日 件 人 日 件 人

計 71 12,910 7,035 31 1,683 7,035 49 11,359

( 79) ( 12,361) ( 3,839) ( 38) ( 1,233) ( 3,839) ( 52) ( 11,284)

連　合 11 780 407 7 323 407 5 460

( 17) ( 923) ( 414) ( 10) ( 210) ( 414) ( 8) ( 727)

全労連 45 11,630 1,260 15 983 1,260 35 10,758
( 40) ( 10,694) ( 1,812) ( 10) ( 691) ( 1,812) ( 34) ( 10,103)

全労協 10 1,253 133 4 102 133 6 1,151
( 10) ( 1,279) ( 272) ( 7) ( 131) ( 272) ( 5) ( 1,188)

その他 8 378 5,235 5 275 5,235 6 121
( 15) ( 605) ( 1,341) ( 11) ( 201) ( 1,341) ( 8) ( 406)

注：1) 主要団体の「その他」とは、連合、全労連及び全労協に加盟していない労働組合をいう。

    2) 複数の団体に重複加盟している労働組合があるため、件数、行為参加人員、労働損失日数の計とそれぞれの加盟

     主要団体の数値の合計とは必ずしも一致しない。

　  3)  (　)内は、平成24年の数値である。

主要団体
うち半日以上の同盟罷業 うち半日未満の同盟罷業争議行為を伴う争議


